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厚生労働大臣が定める

「パワハラ指針」案について
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はじめに
近年、パワハラにかかる問題が取り沙汰されていますが、
具体的な判断基準が例示されておらず、パワハラに該当
するか否かが分かりにくい現状がありました。現在、厚
生労働省で検討されている指針案について紹介します。

パワハラの定義

職場において行われる

1.優越的な関係を背景とした言動であって、

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

3.労働者の就業環境が害されるもの

今回、この 1 から 3 それぞれについて、当てはまるも
の、当てはまらないものの具体的判断基準が話し合われ
ています。以下現段階の内容を紹介します。

【1.優越的な関係】
意味：当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又
は拒絶することができない蓋然性が高い関係。

当てはまる関係、行為の例：①職務上の地位が上位の者
による行為。②同僚又は部下による行為で、業務上の知
識経験に差があり、協力なしには業務の円滑な遂行を行
うことが困難であるもの。③同僚又は部下からの集団に
よる行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難である
もの。

【2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの】
意味：社会通念に照らし、当該行為がに業務上の必要性
がない、又はその態様が相当でないものであること。

当てはまる行為の例：①業務上明らかに必要性のない行
為②業務の目的を大きく逸脱した行為③業務を遂行す

るための手段として不適当な行為④当該行為の回数、行
為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容
される範囲を超える行為。

【3.労働者の就業環境が害されるもの】
意味：当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧
力を加えられ負担と感じること、又は職場環境が不快な
ものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる
等、就業する上で看過できない程度の支障が生じること。
「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環
境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の
感じ方」を基準とする。

当てはまる行為の例：①暴力行為②著しい暴言を吐く等
により、人格を否定する行為③何度も大声で怒鳴る、厳
しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる
行為④長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付
与等により、就業意欲を低下させる行為。

パワハラに当たらないと考えられる例
その他、具体的にパワハラに当たらないと考えられる例
が以下の通り例示されています。
身体的な攻撃 業務上関係のない単に同じ企業の同僚間の喧嘩

精神的な攻撃

遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠

いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが

改善されない部下に対して上司が強く注意をする

人間関係から

の切り離し

新入社員を育成するために短期間集中的に個室で

研修等の教育を実施する

過大な要求
社員を育成するために現状よりも少し高いレベル

の業務を任せる

過小な要求
経営上の理由により、一時的に、能力に見合わな

い簡易な業務に就かせる

個の侵害
社員への配慮を目的として、社員の家族の状況等

についてヒアリングを行う

厚生労働大臣が定める

「パワハラ指針」案について

パワーハラスメントの具体的な定義や事業主
が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を
定めるため、厚生労働大臣の「指針」を策定す
べく検討が行われています。
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はじめに
年末調整については、毎年行われるものでありながら、
きちんと教えられる機会がありません。スムーズな年末
調整事務を行うために、改めてその意味合いと関連する
事項について Q&A 形式で解説します。

Q１.年末調整とは何か
年末調整とは、暦年中に天引きした源泉所得税の過不足
精算を行う業務を指します。

毎月の給与や賞与から天引きされている所得税は見込
みで正確でないため、最終的な収入総額や所得控除総額
を確定させた後で確定版の所得税額を計算し、過不足精
算を行います。多くの場合、還付が出るように設計され
ています。

Q２.所得税は何に対してかかるか
所得税は課税収入から所得控除（必要経費）を差し引い
た「課税所得」に対してかかります。所得控除には、「扶
養控除」や「生命保険料控除」「社会保険料控除」など
があります。年末調整の際に提出する書類は、この必要
経費を社員から会社に報告させる意味合いのものです。

Q３.医療費を経費として
申告できるか

年間の医療費自己負担額が 10 万円を超える場合、医療
費控除という経費処理ができますが、年末調整でなく確
定申告で申告するように定められています。

年末調整の結果の源泉徴収票を持って翌年 3 月に申告
することで医療費控除を受けることができます。

Q４.副業がある場合は
どのように報告するか

個人事業やアルバイトなどの副業がある場合、年末調整

でなく確定申告で申告を行うことになります。また、前
職での収入がある場合は前職の源泉徴収票に書かれた
金額を合算して年末調整を行います。

Q５.住宅ローン控除とは何か
住宅ローン控除制度とは、マイホームを一定の条件のロ
ーンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特
定の改修工事をした場合に、年末のローンの残高に応じ
て「税金が還付される」制度のことです。

生命保険料控除などと違い、「所得控除＝経費処理でき
る」でなく「税額控除＝計算した所得税額から引ける」
制度であり、還付額が大きいのが特徴です。初年度は確
定申告をする必要がありますが、２年目以降は年末調整
で行います。

Q６.被扶養配偶者の「103 万円の壁」
が変更されたと聞いたが？

昨年平成 30 年の年末調整から、配偶者特別控除の枠が
拡大されています。この改正により年収 150 万円以下
であれば原則として38 万円の所得控除を受けることが
できます。ただし、給与所得者（扶養している側）の所
得が著しく高い場合（合計所得が 900 万円以上の場合）
は所得控除額が低減します。

Q７.ふるさと納税と
年末調整の関係は？

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附
ができる制度のことです。手続きをすると、所得税や住
民税の還付・控除が受けられます。ふるさと納税は確定
申告により申告する方法のほか、ワンストップ特例制度
により確定申告不要で税額控除が受けられる方法もあ
ります。年末調整に算入して計算せず、分けて計算され
ます。

年末調整かんたん

Q&A

源泉所得税の年末調整時期になりました。年
末調整の仕組みを社員の方にわかりやすく
伝えられるよう、その意味合いと関連事項に
ついて Q＆A 形式で解説します。
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はじめに
同一労働・同一賃金にかかる法改正に備えて年功序列の
給与体系を廃し、より成果に連動する給与制度に変えて
いこうとすると、既存社員から反発が起こることが予想
されます。以下、後で「給与制度の違法な不利益変更」
と言われないようにするために気をつけるべきポイン
トについて整理していきます。

典型的な年功型給与
年功序列型の給与制度の典型例として、「勤続年数に連
動する基本給」と「家族の扶養状況や住宅事情、資格の
有無などの属人的な手当」の組み合わせによる給与制度
があります。この給与制度の下では、中長期のキャリア
プランをその会社で描きやすいメリットがある反面、貢
献度、個人実績を給与に反映させにくいデメリットがあ
ります。また、今回の同一労働同一賃金にかかる法改正
により、「パート・アルバイトにも家族手当をつけるべ
きだ」などという主張が出てくる可能性があります。

成果型給与に変える場合の注意点
給与制度を年功序列型から成果型給与に変える場合、
「勤続は長いが成果を出していない社員」の給与が下が
ることになり、既存社員から大きな反発が起こりかねま
せん。

労働基準法に定める「労働条件の違法な不利益変更」と
言われないために、会社として次の３つに特に気をつけ
て制度移行を進める必要があります。

１.総人件費を下げない
２.経過措置を設ける
３.昇給の機会を与える

【１.総人件費を下げない】
制度変更の目的が「人件費の節約・引き下げ」でなく「賃
金の分配方法の見直し」であると会社が主張するために
は、総人件費が下がらないことはとても重要です。裁判
でも、総人件費を下げない場合は会社の経営判断（人事
評価）が尊重される傾向があります。

【2.経過措置を設ける】
激変を緩和するために、給与制度変更により給与が下が
る社員に対して調整手当をつけるなどの経過措置を設
けることも重要です。調整手当の支給期間は１年～３年
程度は設けるとよいでしょう。

【3.昇給の機会を公平に与える】
給与制度変更に伴い給与が下がる社員に対して、「一般
的な努力をすれば給与が下がらない（または上がる）」
チャンスが、客観的に見てあるという点も大切でしょう。
わざと閑職に追いやるなど、意図的に昇給のチャンスを
与えない行為などは問題視されます。

いずれにせよ給与制度の変更は大きな反発が起こる可
能性があります。給与制度変更にかかるご相談は当事務
所までお寄せください。

年功型給与を成果型給与

に変える際のポイント

年功序列型の給与体系から成果型の給与制
度に変更する際、既存社員からの反発が予想
されます。違法な不利益変更と言われないた
めには何に気をつければよいでしょうか。
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はじめに
この本はマッキンゼーで企業コンサルタントとして活
躍した筆者による、問題解決のための非常に簡明な教科
書です。22 歳の時にこの思考法と出会った筆者は人生
を一変させるほどの衝撃を受けました。さて、一体どん
な考え方なのでしょうか。

問題解決の 4 タイプ
問題解決の方法や考え方を学ぶ前に、まずは自分のタイ
プを明らかにする必要があります。ここでは筆者が提唱
する 4 タイプについて紹介します。

【どうせどうせ子】
壁に直面すると「わたしなんてどうせダメ」と諦めてし
まいます。ふてくされたり、誰かのせいにしたりするこ
とも多く、良いアイディアが浮かんでも失敗を気にして
実行できません。

【評論家】
口ばかり達者で、自分なりの意見はあるものの、実際に
自分では何も行動しません。評論や批判は簡単ですが、
最も難しい「実行する」というところまで踏み出せませ
ん。

【気合いでゴー】
やる気もあり前向きで、実行力も申し分ありません。こ
のタイプの懸念点は愚直すぎるということです。考える
ことを放棄して突き進むため、問題解決までの道のりが
無駄に長くなってしまいがちです。

【問題解決キッズ】
具体的な目標を持っており、問題に対して「どうすれば
よいか」を考えて行動します。また、状況に応じた方向
修正を行うことで無駄なくスマートに問題を解決する
ことができる、目指すべきタイプです。

はい、いいえの木
筆者は問題解決の手法の 1 つに「はい、いいえの木」と
いうものを挙げています。問題が発生した時に、その原
因を設定し、そこから「はい、いいえ」のルートに分け
て細かく分析していきます。

この方法を使えば、必ずありうる全ての原因にたどり着
く道筋があると筆者は述べています。非常に単純な作業
ではありますが、原因の細分化と解消すべき要素の正確
な洗い出しという点において、手軽かつ効果的な手法で
あることは間違いありません。

分解の木
「はい、いいえの木」は 2 択による選択しかありません
でした。「分解の木」はより複雑な問題解決のために効
果を発揮します。分解の名の通り、ゴールとして設定す
る事柄までの選択肢を可能な限り大量に書き出します。

ここで重要になるのはあらゆる選択肢を考慮するとい
うことです。もちろんその中には現実的に考えて実行が
難しいものもあるでしょう。最初にそんなふうに思えて
も、そのアイディアをしまい込まずに書き出さなければ
なりません。

完璧な木を作ることにとらわれないでください。目的は
あくまで、「分解の木」を利用して具体的なアイディア
をモレなくダブりなく多く出すことです。

問題を解決するためにまず大切なことは、高度な技術や
知識ではなく、原因を正確に分析し、解決のために実行
できる行動を選び出すことです。高いハードルを感じ、
苦手になりがちな問題解決を、誰でも実践できるように
非常に分かりやすく解説しているおすすめの 1 冊です。

世界一やさしい
問題解決の授業 渡辺 健介 著

単行本：120 ページ
出 版：ダイヤモンド社
価 格：1200 円（税抜）
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労務管理や助成金などのご相談がござい
ましたら、お気軽に当事務所までお問い
合わせください。

当事務所へのお問い合わせについて

今月の事務所便りはいかがでしたか？
来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

i-Roum 社会保険労務士事務所

所長 磯部 晃作

所在地
〒473-0901
愛知県豊田市御幸本町2 丁目205-8
ファーストみゆきビル

営業時間 9:00-18:00

電話 0565-28-2911
080-4802-6484

FAX 0565-28-2912

メール info@i-roum.jp

当事務所からの

お知らせ
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パワハラの６類型について、自社の危険度を確認してみましょう。

チェック項目
No チェック項目

1
「身体的な攻撃」の事実がありますか？ある場合、それはどのような性格のものですか。近いものを選んでください。

□ 職場の上司部下の揉め事 □ 個人的なけんか □ 不良行動に対する制裁 □ その他（          ）

2
「精神的な攻撃」の事実がありますか？ある場合、それはどのような性格のものですか。近いものを選んでください。

□ 上司から部下へのいじめ □ 営業上の叱責 □ 不良行動に対する制裁 □ その他（           ）

3

「人間関係からの切り離し」の事実がありますか？ある場合、それはどのような性格のものですか。近いものを選んで

ください。

□ 窓際に追いやる □ 無視 □ 教育 □ その他（                          ）

4
「過大な要求」の事実がありますか？ある場合、それはどのような性格のものですか。近いものを選んでください。

□ 無理難題 □ 成長させるための指導 □ その他（                          ）

5
「過少な要求」の事実がありますか？ある場合、それはどのような性格のものですか。近いものを選んでください。

□ 窓際に追いやる □ 体調を考慮し無理をさせない □ 経営上の一時的な理由 □ その他（        ）

6
「個の侵害」の事実がありますか？ある場合、それはどのような性格のものですか。近いものを選んでください。

□ 個人的な好意や恋心 □ 社員への配慮をするため □ 差別的意図 □ その他（             ）

FAX のご返送は 0565-28-2912 まで
貴社名 ご担当者名
ご住所 E-mail
TEL ご要望を

お書きくださいFAX

パワハラ基準チェックシート

2019 年版チェックシート


